
 

船舶事故調査報告書 

平成元年１２月１８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３１年４月２０日 ０７時３９分ごろ 

発生場所 神奈川県横須賀市猿島北東方沖 

 横須賀港西防波堤灯台から真方位０５０°２海里付近 

 （概位 北緯３５°１８.６′ 東経１３９°４３.０′） 

事故の概要 貨物船第百三十八鳳生
ほうせい

丸は、北東進中、また、プレジャーボート

PEACH
ピ ー チ

は、漂泊中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和元年５月３０日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 第百三十八鳳生丸、４９９トン 

   １３４４３４、鳳生汽船株式会社 

Ｂ プレジャーボート PEACH、１.３トン 

２３５－５３８８６神奈川、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、四級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船首部外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向  北北東、風力  ４、視界 良好 

海象：波高 約１.０～１.５ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか６人が乗り組み、船長Ａが単独で船橋当直につ

き、約１２ノットの対地速力で北東進した。 

船長Ａは、目視及びレーダーにより他の船舶を認めなかったので、

前路に他の船舶はいないと思い、専ら目視による見張りを行いながら

航行を続けていたところ、海上保安庁から連絡を受け、Ｂ船と衝突し

たことを知らされた。 

 船長Ａは、Ｂ船がＡ船の船首部に設置された旋回式起重機の死角に

入っていたのかもしれないと本事故後に思った。 

 船長Ａは、本事故当時、波高が１ｍ以上あったので、レーダーの海

面反射をふだんより抑制していた。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、シーアンカーを投入し、機関を

停止して船首を北西方に向け、船長Ｂが右舷方に釣り竿
ざお

を振り出して

右舷方を向き、釣りを行いながら漂泊していた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、ふと左舷方を見た際、Ｂ船に接近するＡ船を認

め、機関を始動し、Ｂ船との衝突を避けようとしたものの、左舷船首

部とＡ船の船首部とが衝突した。 



 

分析   Ａ船は、北東進中、船長Ａが、前路に他の船舶はいないと思い、航

行を続けたことから、船首部の旋回式起重機により生じた死角に入っ

ていたＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ａ船のレーダーは、ふだんよりも海面反射が抑制されていたことか

ら、Ｂ船の反射波も除去され、Ｂ船の映像が映らなかった可能性があ

ると考えられる。 

Ｂ船は、漂泊中、船長Ｂが、釣りに意識を向けて漂泊を続けたこと

から、接近するＡ船に気付くのが遅れ、Ａ船と衝突したものと考えら

れる。 

原因  本事故は、Ａ船が北東進中、Ｂ船が漂泊中、船長Ａが、前路に他の

船舶はいないと思い、航行を続けたため、船首部の旋回式起重機によ

り生じた死角に入っていたＢ船に気付かず、また、船長Ｂが、釣りに

意識を向けて漂泊を続けたため、接近するＡ船に気付くのが遅れ、両

船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船橋当直者は、他船がいないと思い込むことなく、常時、周囲の

適切な見張りを行うこと。 

 ・航海当直者は、ＦＲＰ製の小型船舶等がレーダーで探知されにく

い場合があることを考慮し、レーダーの海面反射抑制等の調整を

適切に行うこと。 

・漂泊中においても、周囲の適切な見張りを行って接近する他船の

早期発見に努めるとともに、接近する他船認めた場合、余裕のあ

る時機に衝突を避けるための措置をとること。 

 


